
四日市市告示 第 487号
四日市市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。

平成 27年 12月 9日

四日市市長 田中 俊行

四日市市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要綱の一部を改正する要綱 (案 )

四日市市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する要綱 (平成 16年四日市市告示第 310号 )の一部を

次のように改正する。

第 1号様式を次のように改める。



(第 1号様カ

住 民 基 本 台 帳 閲 覧 請 求 書

(国又は地方公共団体の機関による請求用)

四日市市長

○特別の請求がない限り、第 9条の規定において支援措置を申し出ている者を含まない請求であるとみなします。

○住民基本台帳法の規定により、原則として、この閲覧の請求機関名、請求事由の内容等を一般に公表いたします。

平成  年  月  日

請 求 機 関
所在地

名 称

(公匡D

事 務 責 任 者 職 名 氏 名
電話 :

閲  覧  者 職 名 氏 名
電話 :

圭調

求

こちらに

記入して

下さい

用 途

内 容

□世論調査  □統計調査

□その他 (

詳しく具体的に記入してください

事

由

犯罪捜査

に関する

請求の場

合のみ、

こちらに

記入して

下さい

事 務 の内容

根 拠 法 令

事由を明らかにする

ことが困難な理由

る

囲

係

範

に

の

覧

民

閲

住

地 区・ 町名

年齢の範囲・性別

閲 覧 希 望 日 平成  年   月   日 ～ 平成  年   月   日   午前・午後

事務処理欄

本 人 確 認 閲覧件数 受付 交付

写真付職員証 。運転免許証・パスポート・個人番号カード

・写真付住基カード

その他 (                )

人



第 3号様式を次のように改める。



(第 3号様カ

住 民 基 本 台 帳 閲 覧 申 出 書
(個人又は法人による申出用)

四日市市長 平成  年  月  日

○特別の申出がない限り、第9条の規定において支援措置を申し出ている者を含まない申出であるとみなします。

○偽りその他不正の手段により住民基本台帳の閲覧をした者及び開覧事項の目的外使用をした者は、住民基本台帳法の規定によ

り罰せられることがあります。

○住民基本台帳法の規定により、原則として、この閲覧の申出者名、利用目的の内容等を一般に公表いたします。

申 出 者

氏 名 又は

法人名・代表者名
F口 (代表者F同

住   所

(所 在地 ) 静 号

(※共同申出者がいる場合)

⇒別紙 [共同申出者用]

申出書も記入して下さい

氏 名 又は

法人名。代表者名

所
０在

住
晰

閲覧事項の

利用目的

用 途
□世論調査  □統計調査  □学術調査  □公共的団体が行う公益性の高い活動

)□その他 (

内 容

詳しく具体的に記入してください

申出に係る住民の範囲
地区・町名

年齢の範囲 。性別

閲 覧 希 望 日 平成  年   月   日  ～  平成  年   月   日  午前 。午後

閲 覧 者

氏 名 申出者との関係

住 所
電話番号

閲覧事項取扱者の範囲

取り扱う部署

活動責任者
住所又は役職名

氏名

閲覧事項の

管理の方法

管理・保管
情報の管理の

場所 。方法 管理規則の有無

処分方法等 平成  年  月  日頃 (データ消去・焼却。裁断。その他:       )により処分予定

（※
調
査
研

究
に
利
用

す
る
場
合
）

成果の取扱い
公表の有無 公表方法 (具体的に)

の
制輔赫

調
実

(※委託者がいる場合)

氏 名 又は

法人名・代表者名

住   所

(所 在地 ) 書

事務処理欄

本 人 確 認 閲覧件数 受付 交付

運転免許証・パスポート・写真付き住基カード

・個人番号カード

その他 (                )

□ 減

□ 般

件

人



附則

この要綱は、平成 28年  1月  1日から施行する。

(市民文化部 市民課 )


